
 

令和４年度第２回北広島市国民健康保険運営協議会 

 

日時：令和４年 12 月１日（木）午後 6 時～ 

場所：北広島市役所 １階多目的室１・２ 

 

 

～ 会議次第 ～ 

 

１ 開会 

 

２ 諮問 

  北広島市国民健康保険税について 

 

３ 会長あいさつ 

 

４ 審議事項  

 （１）国民健康保険税率について ～別紙 

（２）国民健康保険税課税限度額について ～別紙 

  

５ その他 

 

６ 閉会 

 

 

 



審議事項（1）国民健康保険税率について 

国民健康保険税率について 
（R4.11.15 国保事業費納付金等試算(仮係数)結果による） 

 

１．国保事業費納付金（仮係数）算定結果                         北広島市 

   令和４年度納付金(確定) 令和５年度納付金(仮) 前年度との比較 

医療分 1,110,383,327 円 1,120,291,212 円 9,907,885 円 

後期支援金分 312,495,561 円 315,299,260 円 2,803,699 円 

介護分 78,251,347 円 80,144,743 円 1,893,396 円 

合計 1,501,130,235 円 1,515,735,215 円 14,604,980 円 

 

 令和４年度(確定) 令和５年度(仮)   前年度との比較 増減率 

被保険者数 11,505 人 10,981 人 ▲524 人 ▲4.5％ 

1 人あたり負担額 130,476 円 138,033 円 7,557 円 5.8％ 

 

2．当市の納付金が増額となった主な理由 

・道全体の納付金が増(後期高齢者増を起因とした支援金の歳出増、国からの交付金等の歳入減) 

・納付金の減額要素となる激変緩和措置の額が前年と比較して約 730 万円減 

 

3．現行税率で据え置きした場合の見込み               （単位：千円） 

納付金 

a 

加算・減算 

ｂ（※） 

保険税必要額 

ｃ（a+ｂ） 

 
現行税率 

（据え置き） 

収納見込額 

ｄ 

 
差引 

(収納不足見込額) 

ｅ（ⅾ-ｃ） 

1,515,735 

(138,033 円/人) 

▲541,280 

(▲49,293 円/人) 

974,455 

(88,740 円/人) 

861,898 

(78,490 円/人) 

▲112,557 

（▲10,250 円/人） 

※加算・減算(ｂ)：納付金に上乗せ・納付金から差し引く 財源のこと 

  加算：保険税還付金、特定健診等保健事業費⇒一般会計からの繰入により負担なし 

  減算：国・道からの交付金、一般会計繰入金(財政安定化支援事業・保険基盤安定繰入金など)、 

滞納繰越分保険税や延滞金など 

 

4．今後のスケジュール 

令和５年１月中旬に納付金の確定値が示され、その額をもとに新保険税率を検討する。 

比 

較 



審議事項（2）国民健康保険税課税限度額について 

 

国民健康保険税課税限度額について 

○ 課税限度額については、国の定める法定課税限度額の範囲内で市町村が決定します。 

○ 北広島市では、国の 1 年遅れで改正する方針としており、令和５年度において令和４年度 

法定課税限度額に改定します。 

 

 １ 課税限度額の改正経過 

 

２ 課税限度額の改定に伴う影響等 （令和４年度当初賦課データからの推計） 

（1）影響見込み 

区分 影響世帯数 影響世帯割合 調定額（増） 

医療分 64 0.8％ 1,244 千円 

後期分 75 0.9％ 716 千円 

合計 139 1.7％ 1,960 千円 

（2）道内市の状況 

●道内 35 市中 28 市は、既に令和４年度から法定限度額 102 万円となっております。 

●石狩管内５市は、令和 4 年度に改正済が２市（札幌市、千歳市）と、令和 5 年度改正 

予定が 3 市（江別市、恵庭市、石狩市）となっております。 

  


